
 

『Ｒ５年度税制改正法人税（２） オープンイノベ促進税制拡充等』 
 

 今般の改正ではスタートアップ・エコシステムの抜本的強化が最重要課題であることに鑑み、オープン

イノベーション促進税制についてはＭ＆Ａに適用できるよう、ニューマネーを伴わない既存株式の取得

も対象とすることとなった。 

 投資金額の下限は、対象法人の規模にかかわらず５億円以上（スタートアップ企業が外国法人の場

合には対象外）。上限は２００億円で、所得控除上限額は５０億円（２００億円×２５％）となる。出資又は取

得により、総株主の議決権の過半数を有することも要件に加わった。保有見込期間は５年となる。５年経

過後に益金算入事由に該当した場合には、事由に応じた金額が益金算入（特別勘定の取崩し）される

が、５年以内に売上高が１．７倍かつ３３億円以上となったこと等の要件を満たす場合には取崩し不要と

なり、その後も減税メリットが継続する仕組み。益金算入事由には、〇対象法人を合併法人とする合併に

よりスタートアップ企業が解散した場合〇議決権の過半数を有しないこととなった場合、が新たに加わ

る。また、現金の払込みによる出資をした特定株式の取得価額の上限は５０億円に引き下げ。対象法人

がすでに議決権の過半数の株式を有するスタートアップ企業への出資は対象から除外される。 

           『相続税の申告に必要な６つの手続きとは 

     相続人の確認や遺言の有無、遺産分割など』 
 

 全国相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日（通常の場合は、被相続人の死亡の

日）の翌日から10ヵ月以内に行うことになっているが、相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の

有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割など、以下の(1)から(6)の手続きが必要となる。(1)「相

続人の確認」は、被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認する。(2)遺言書

があれば遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受けるが、公正証書及び法務局に保管された自

筆証書による遺言は検認を受ける必要はない。(3)遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作ってお

く。また、葬式費用も遺産額から差し引くので、領収書などで確認しておく。(4)相続税がかかる財産の評

価については、相続税法と財産評価基本通達により定められ一般に公表されているので、それらにより

評価する。(5)遺産の分割について、遺言書がある場合にはそれによるが、遺言書がない場合には、相続

人全員で遺産の分割について協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成する。

なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の

選任を受けなければならない場合がある。この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の

分割協議を行う。申告期限までに分割できなかったときは民法に規定する相続分で相続財産を取得し

たものとして相続税の申告をすることになる。(6)相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日

（通常の場合は、被相続人の死亡の日）の翌日から10ヵ月以内に行うことになっている。なお、被相続人

の死亡の時における住所が日本国内にある場合の申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住

所地を所轄する税務署で、相続人の住所地ではない。 
               

出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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